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宜野湾市都市計画課

宜 野 湾 市 地 域 公 共 交 通 推 進 協 議 会

【新たな交通サービス導入に向けた検討状況】
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１．宜野湾市地域公共交通計画の推進

• 宜野湾市地域公共交通計画のこれまでの流れについて下図に⽰す

検討内容実施年度

令和5年度  宜野湾市地域公共交通計画 策定
• 市の地域特性・公共交通の現状を整理
• 市の地域公共交通に関する課題・問題を整理
• 市の地域公共交通に関する基本的な方針（基本方針、将来像）を設定

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和10年度  宜野湾市地域公共交通計画の見直し

 宜野湾市地域公共交通計画 策定
• 新たな交通サービス導入の検討
• 運行形態（区域運行）、モデル地区（南部地区）の選定

 実証運行エリアの設定、実証運行計画作成、実証事業作成
 第1回協議会

・ デマンド交通実証運行計画（素案）
 第2回協議会

・ デマンド交通実証運行計画（案）

 実証運行の実施
• 周知広報の検討
• 実証運行の評価・課題整理
• 課題改善の検討

備考

 モデル先行地区における実証運行
の運行計画の検討

 R8年度実証運行に向けた準備 （運
輸申請、周知、効果検証方法など）

－

 市内5地区の課題を整理し、モデル
地区を南部地区に決定

－

－
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２．地域公共交通計画の位置づけ

• 宜野湾市地域公共交通計画を令和6年3⽉に策定し、計画期間は令和10年度の5年間
• 基本理念を踏まえた、3つの方針を設定
• 重点施策として「施策2︓コミュニティ交通等の導⼊」が位置付け。
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３．実証運⾏のモデル地区の選定

• 令和6年度において、各地域特性から南部地区を実証運⾏モデル地区として選定
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４．前回協議会までに決定した運⾏内容

• 運⾏形態については、地域の利⽤ニーズに効率よく対応できる「区域運⾏」を設定
• 運⾏⾞両については地域の道路状況により、ジャンボタクシーか小型タクシーにて運⾏


